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熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年５月２９日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第３９号

熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例
（熊本県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正）

第１条 熊本県一般職の職員等の給与に関する条例（昭和２６年熊本県条例第２号）の一
部を次のように改正する。

附則に次の１項を加える。
１１ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１５条の５第２項及

び第３項並びに第１５条の６第２項の規定の適用については、第１５条の５第２項中
「１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１２５、」と、「１００分の１２０」
とあるのは「１００分の１１０」と、同条第３項中「「１００分の１４０」とあるの
は「１００分の７５」」とあるのは「「１００分の１２５」とあるのは「１００分の
７０」」と、「「１００分の１２０」とあるのは「１００分の６５」」とあるのは「「１
００分の１１０」とあるのは「１００分の６０」と、「１００分の１４０」とあるの
は「１００分の７５」」と、第１５条の６第２項第１号中「１００分の７５」とある
のは「１００分の７０」と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の８２．
５」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と、「１０
０分の４５」とあるのは「１００分の４０」とする。

（熊本県立学校職員の給与に関する条例の一部改正）
第２条 熊本県立学校職員の給与に関する条例（昭和２９年熊本県条例第１９号）の一部

を次のように改正する。
附則第１３項を次のように改める。

１３ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第１６条第２項及び第
３項並びに第１７条第２項の規定の適用については、第１６条第２項中「１００分の
１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、同条第３項中「「１００分の１４０」
とあるのは「１００分の７５」」とあるのは「「１００分の１２５」とあるのは「１
００分の７０」」と、第１７条第２項第１号中「１００分の７５」とあるのは「１０
０分の７０」と、同項第２号中「１００分の３５」とあるのは「１００分の３０」と
する。

（熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正）
第３条 熊本県一般職の任期付職員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第１号）

の一部を次のように改正する。
第８条第２項及び第９条第２項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１

６０」」を「「１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１６０、」」に改める。

◇熊本県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例
１ 一般職の職員に対して平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当の額を

暫定的に減額することとした。（第１条－第４条関係）
２ 知事等の特別職に対して平成２１年６月に支給する期末手当の額を暫定的に減

額することとした。（第５条－第７条関係）
３ この条例は、公布の日から施行することとした。
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附則第２項を次のように改める。
２ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第８条第２項及び第９条第２項の規定

の適用については、第８条第２項及び第９条第２項中「１００分の１６０、」とある
のは「１００分の１４５、」とする。

（熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正）
第４条 熊本県一般職の任期付研究員の採用等に関する条例（平成１５年熊本県条例第２

号）の一部を次のように改正する。
第６条第２項中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１６０」」を「「１

００分の１４０、」とあるのは「１００分の１６０、」」に改める。
附則第２項を次のように改める。

２ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第６条第２項の規定の適用については、
同項中「１００分の１６０、」とあるのは「１００分の１４５、」とする。

（熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例の一部改正）
第５条 熊本県知事等の給与及び旅費に関する条例（昭和２７年熊本県条例第１１１号）

の一部を次のように改正する。
第４条ただし書中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１６０」」を「「

１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１６０、」」に改める。
附則に次の１項を加える。

５ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適用については、同条
ただし書中「１００分の１６０、」とあるのは「１００分の１４５、」とする。

（熊本県教育長等の給与等に関する条例の一部改正）
第６条 熊本県教育長等の給与等に関する条例（昭和６３年熊本県条例第２１号）の一部

を次のように改正する。
第４条ただし書中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１６０」」を「「

１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１６０、」」に改める。
附則に次の１項を加える。

６ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第４条の規定の適用については、同条
ただし書中「１００分の１６０、」とあるのは「１００分の１４５、」とする。

（熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例の一部改正）
第７条 熊本県議会議員に対する議員報酬等に関する条例（昭和２８年熊本県条例第１１

号の２）の一部を次のように改正する。
第５条ただし書中「「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１６０」」を「「

１００分の１４０、」とあるのは「１００分の１６０、」」に改める。
附則に次の１項を加える。

５ 平成２１年６月に支給する期末手当に関する第５条の規定の適用については、同条
ただし書中「１００分の１６０、」とあるのは「１００分の１４５、」とする。

附 則
この条例は、公布の日から施行する。


